
官庁施設 合同庁舎、法務局、税務署、
公共職業安定所 など 

【盛岡第２合同】 【名古屋港湾合同（別館）】 

 （１）官庁施設 



 運転・監視、点検等  改修・修繕等 

 （２）官庁施設の維持管理 

運転・監視、点検、保守、清掃、警備、修繕、改修などにより、建築物等の性能や機能を 
良好な状態に保つほか、社会・経済的に必要とされる性能・機能を確保するもの。 

運転･監視 

  清  掃 

外壁点検 

設備点検 

エレベーター点検 

  警  備 

発電設備改修 

外壁修繕 建具改修 

空調設備改修 

耐震改修 給排水設備改修 


